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�▶�対象／申込日までの 1年以内に、市内で戸建ての住宅・事業所・
事業所併用住宅を新築または、購入した人　

　※共同住宅は含みません
▶�配付する記念樹／イロハモミジ、オリーブ、キンカン、キンモクセイ、
ハナミズキ、ハナモモ、ブルーベリー、ボタンザクラ、ミカン、ヤマ
ボウシの10種類の中から、希望する種類の苗木 1本（樹高約 １～
1.5ｍ）をお渡しします

市ＨＰ

ハウスメモリアルツリーを配付ハウスメモリアルツリーを配付
　緑化推進の取り組みとして、市内で戸建て住宅などを
新築・購入された人に、次のとおり記念樹「ハウスメモリ
アルツリー」を配付しています。
　申込方法など詳しくは、市ＨＰをご覧いただくか、
公園みどり課（☎47－8409）へ。

▶対象など／下表のとおり
▶�とき／ 8月11日（火・祝）　午前11時～午後 4時15分
▶�ところ／日本昭和音楽村 江口夜詩記念館 水嶺湖ホール
▶�内容／国際的に活躍するピアニストの田村響さん＝写真＝から
直接指導を受けられる公開レッスン　※詳細はＨＰ参照 同音楽村ＨＰ

受講生 聴講生
対象 小・中・高生 小学生以上

料金
45分程度　10,000円

※�受講生の家族 1人（付添い）まで
は、聴講料無料

1,000円
※高校生以下は無料

定員 6 人（先着順） 100人（先着順）

申込 6 月 1日の午前 9時から、日本昭和
音楽村（☎45－3344）へ

6月 1日の午前 9時から、日本昭和
音楽村ＨＰで申込、または同音楽村
（☎45－3344）へ

田村 響田村 響 ピアノ公開レッスンピアノ公開レッスン
受講生・聴講生を募集受講生・聴講生を募集

子どもの権利条約に基づく 4つの原則

配付・受付日時および場所

上石津 とき 5月23日（土）、 6月 6日（土）
いずれも午前 9時30分～正午、午後 1時30分～ 4時30分

ところ 上石津留守家庭児童教室（上石津学園内）

その他 とき 5月23日（土）、 5月30日（土）、6月 6日（土）
いずれも午前 9時30分～正午、午後 1時30分～ 4時30分

ところ 各小学校にある留守家庭児童教室

夏季休業期間の入室申請のお知らせ夏季休業期間の入室申請のお知らせ
留守家庭児童教室留守家庭児童教室

▶�対象／小学校・義務教育学校の夏季休業期間中に保護者の保護を
受けることができない小学校・義務教育学校の 1～ 4年生

　（保護者が月の平日15日以上就労しているなどの条件あり）
▶配付・受付日時など／下表のとおり
▶�保育料（夏季休業期間）／前年の世帯所得税額により8,000円～
20,000円（生活保護世帯は無料）※午後 6時以降の延長の利用に
は、別途保育料がかかります。

▶�備考／高学年の入室を希望する場合は、民間学童保育「どろんこ
子どもクラブ」（☎47－6400）へ

▶�問合せ／社会教育スポーツ課（☎47－8063）へ

▶�応募資格／① 教育職員免許または、保育士資格を有する人
　② ①の資格はないが、児童保育に関心がある人（大学生可）
▶��雇用期間／ 7月21日～ 8月28日（原則）　
▶��勤務時間／午前 7時30分～午後 7時のうち 4～ 8 時間
▶��募集人数／50人程度
▶��選考方法／書類審査と面接
▶��時給／① 1,185円 ② 1,105円（通勤手当は距離に応じて別途支給）
▶��申込／登録申込書（市ＨＰからダウンロード可）と資格証の写し（有
資格者のみ）を社会教育スポーツ課（〒503－8601 丸の内 2－29、
☎47－8063）へ

留守家庭児童教室留守家庭児童教室
夏休み臨時指導員を募集夏休み臨時指導員を募集

「子どもの権利」みんなで理解を深めよう！「子どもの権利」みんなで理解を深めよう！

①差別のないこと
②子どもにとって最も良いこと
③命を守られ成長できること
④子どもが意味のある参加ができること
大人の皆さんへ
　子どもの権利を理解し、日々の生活の中で尊重する
ことが大切です。子どもの声に耳を傾け、その思いを大切
にすることが、未来の社会を築くことにつながります。
子どもの皆さんへ
　あなたには大切な権利があります。困ったときは、周りの大人に
相談してください。また、あなたの周りの友だちにも、同じように
大切な権利があります。

こども未来条例
ＨＰ

ユニセフHP

「地域子育て相談機関」をご利用ください「地域子育て相談機関」をご利用ください
　市では、妊娠中の人からすべての子育て世帯や子どもが、気軽
に相談できる場所として、市役所内のこども家庭センターのほか
に、地域の身近な場所に「地域子育て相談機関」を設置しています。
　詳しくは、市ＨＰをご覧いただくか、子育て支援課（☎47
－7092）へ。

名称 開設日 時間 住所
こども家庭センター 月～金 8：30～17：15 丸の内 2－29�

（市役所 1階）
キッズピアおおがき

交流サロン 火～日
10：00～17：00

宮町 1－ 1

南部子育て支援センター交流サロン 水～月 外花 6－45
（大垣市児童館内）

ながさわこども園
（やすらぎの森）

月～金

10：00～15：00 長沢町 3－63
わかたけ保育園

（わくわく！ Angel Garden） 9：30～15：00 西之川町 1－110

木の花保育園 10：00～15：00 開発町 5－658－ 1
荒崎こども園
（スクスク） 9：00～14：00 長松町771－ 1
牧田こども園
（はらっぱ） 10：00～15：00 上石津町牧田2101
墨俣こども園

（のびのびひろば） 9：30～14：30 墨俣町上宿483－ 1

　市では、「こども未来条例」に基づき、すべての子どもが権利の主体と
して、夢や希望を持ち、健やかに成長するまちづくりを進めています。
　「子どもの権利」を知ることは、自分自身を大切にする気持ちや、
他の人を思いやる力を育てることにつながります。市民の皆さん一人一人
が意識を高め、子どもたちが安心して育つ環境を、みんなで作っていき
ましょう。
　詳しくは、子育て支援課（☎47－7092）またはユニセフＨＰへ。

市HP

▶�対象／市内在住・在勤・在学の１８歳以上（令和８年 5月15日現在）で、
大垣市の市議会議員や常勤の職員でない人

▶�活動内容／市の行政経営の取り組みに対する意見や新たな改革に関
する提言などを行う　※会議は平日の昼間に年5回程度開催

▶�任期／委嘱日～令和 9年 3 月31日（前任者の残任期間まで）
▶�募集人数／ 2人（選考）
▶�応募方法／6月 5日（必着）までに、行政管理課で配付の応募書（市ＨＰ
からダウンロード可）に必要事項を記入し、「行政の改善」に関する意見
や提案（600～800字程度、様式自由）を添えて、同課（〒503－8601 丸
の内 2－29 、e－mail：gyoseikanri＠city.ogaki.lg.jp、☎47－8295）へ

行政改革推進審議会の市民委員を募集行政改革推進審議会の市民委員を募集
　市民の意向を政策に反映させ、市民と協力してまちづくりを進める
ため、大垣市行政改革推進審議会の市民委員（欠員 2 名）を募集
します。


